
住 宅 宿 泊 事 業 法 施 行 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 年 三 月 二 十 二 日  

                        三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬    

三 重 県 条 例 第 二 号  

   住 宅 宿 泊 事 業 法 施 行 条 例  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 六 十 五 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 区 域 及 び 期 間 に つ い て

定 め る ほ か 、 住 宅 宿 泊 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

 （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 「 住 宅 」 と は 、 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 家 屋 を い う 。  

２  こ の 条 例 に お い て 「 住 宅 宿 泊 事 業 」 と は 、 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 事 業 を い う 。  

 （ 届 出 書 に 添 付 す る 書 類 ）  

第 三 条  法 第 三 条 第 一 項 又 は 第 四 項 の 届 出 を し よ う と す る 者 は 、 同 条 第 三 項 （ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 書 類 の ほ か 、 知 事 が 別 に 定 め る 書 類 を 添 付

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 区 域 及 び 期 間 ）  

第 四 条  法 第 十 八 条 の 条 例 で 定 め る 区 域 及 び 実 施 を 制 限 す る 期 間 は 、 次 の 上 欄 に 掲 げ る 市

町 の う ち 、 中 欄 に 掲 げ る 区 域 ご と に 、 下 欄 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

市 町  区 域  期 間  

津 市 、 四 日 市 市 、 伊 勢

市 、 松 阪 市 、 桑 名 市 、 鈴

鹿 市 、 名 張 市 、 尾 鷲 市 、

亀 山 市 、 鳥 羽 市 、 熊 野

市 、 い な べ 市 、 志 摩 市 、

伊 賀 市 、 桑 名 郡 木 曽 岬

町 、 員 弁 郡 東 員 町 、 三 重

郡 菰 野 町 、 同 郡 朝 日 町 、

同 郡 川 越 町 、 多 気 郡 多 気

町 、 同 郡 明 和 町 、 同 郡 大

台 町 、 度 会 郡 玉 城 町 、 同

郡 度 会 町 、 同 郡 大 紀 町 、

同 郡 南 伊 勢 町 、 北 牟 婁 郡

紀 北 町 、 南 牟 婁 郡 御 浜 町

及 び 同 郡 紀 宝 町  

学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一

条 に 規 定 す る 学 校 （ 大 学

を 除 く 。 ） 、 就 学 前 の 子

ど も に 関 す る 教 育 、 保 育

等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八

年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二

条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保

連 携 型 認 定 こ ど も 園 及 び

児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 施

設 の う ち 保 育 所 （ こ れ ら

の う ち 知 事 が 指 定 す る も

の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に

お い て 「 学 校 等 」 と い

う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 百 十  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 、

各 市 町 教 育 委 員 会 規 則 、

各 私 立 学 校 学 則 等 に 規 定

す る 休 業 日 を 除 く 日 そ の

他 の 当 該 学 校 等 に お い て

授 業 及 び 保 育 を 行 う 日

（ 知 事 が 別 に 定 め る 日 を

除 く 。 ）  



 メ ー ト ル 以 内 の 区 域   
津 市 、 四 日 市 市 、 伊 勢

市 、 松 阪 市 、 桑 名 市 、 鈴

鹿 市 、 名 張 市 、 亀 山 市 、

鳥 羽 市 、 い な べ 市 、 伊 賀

市 、 桑 名 郡 木 曽 岬 町 、 員

弁 郡 東 員 町 、 三 重 郡 菰 野

町 、 同 郡 朝 日 町 、 同 郡 川

越 町 、 多 気 郡 多 気 町 、 度

会 郡 玉 城 町 及 び 南 牟 婁 郡

御 浜 町  

都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三

年 法 律 第 百 号 ） 第 二 章 の

規 定 に 定 め ら れ た 第 一 種

低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二

種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第

一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

及 び 第 二 種 中 高 層 住 居 専

用 地 域 （ 知 事 が 指 定 す る

地 域 を 除 く 。 ）  

日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 国 民

の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十

八 号 ） に 規 定 す る 休 日 を

除 く 日 （ 知 事 が 別 に 定 め

る 日 を 除 く 。 ）  

２  住 宅 宿 泊 事 業 を 実 施 し よ う と す る 住 宅 の 敷 地 の 一 部 が 、 前 項 の 規 定 に よ り 制 限 を 受 け

る 区 域 内 に あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 敷 地 の 全 部 に つ い て 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 五 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め

る 。  

   附  則  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 六 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 、 第 五 条 及 び 次 項

の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う

こ と が で き る 。  

 

 

 


